
常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

各
委
員
会
に
お
け
る
、
主
な

質
疑
・
討
論
に
つ
い
て

議
案
第
82
号　

南
相
馬
市
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

質　

疑　

小
高
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
伺
う
。

答　

弁　

現
在
、
小
高
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
に
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
・
社
会
福
祉
協
議
会
・

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
三
事
務
所

が
同
居
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

募
集
要
項
を
規
定
し
、
主
に
老
人

ク
ラ
ブ
の
会
合
の
使
用
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
り
、
減
免
規
定
を
適
用
し

な
が
ら
継
続
し
て
使
用
し
て
い

く
。

原
案
の
通
り
可
決
。

議
案
第
104
号　

平
成
19
年
度
南
相

馬
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
に
つ
い
て

質　

疑　

剰
余
金
が
出
た
理
由
に

つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

制
度
の
改
正
に
よ
り
、

概
ね
200
人
前
後
の
方
が
要
介
護
か

ら
要
支
援
に
か
わ
っ
た
た
め
で
あ

る
。

質　

疑　

介
護
か
ら
支
援
に
変
わ

り
、
サ
ー
ビ
ス
の
度
合
い
と
受
け

ら
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
が
少
な
く
な

り
、負
担
増
に
な
ら
な
い
か
伺
う
。

答　

弁　

介
護
の
形
が
、
支
援
と

い
う
考
え
方
に
な
っ
た
の
は
、
そ

の
人
が
自
立
で
き
る
よ
う
な
形
の

援
助
に
し
た
方
が
良
い
と
い
う
こ

と
で
、
自
分
で
出
来
る
こ
と
は
自

分
で
す
る
内
容
に
変
換
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
進
め
る
こ

と
が
介
護
保
険
制
度
の
方
向
で
あ

り
、
自
立
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

立
て
て
あ
げ
る
こ
と
を
重
点
に
、

将
来
的
な
介
護
給
付
の
負
担
を
招

か
な
い
よ
う
考
え
て
い
る
。

議
案
第
103
号　

平
成
19
年
度
一
般

会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

質　

疑　

ご
み
収
集
体
制
の
業
務

委
託
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
二
社

体
制
で
委
託
す
る
の
か
伺
う
。

答　

弁　

今
後
も
二
社
体
制
で
実

施
す
る
。

質　

疑　

塵
芥
処
理
費
に
つ
い

て
。焼
却
炉
の
修
繕
工
事
に
よ
り
、

現
施
設
が
今
後
ど
の
く
ら
い
使
用

可
能
か
伺
う
。

答　

弁　

工
事
内
容
は
、
炉
内
の

耐
火
物
の
補
修
で
、
乾
燥
ス
ト
ー

カ
ロ
ス
ト
ル
交
換
や
主
灰
出
し
コ

ン
ベ
ア
の
駆
動
部
の
修
繕
で
あ

る
。
こ
れ
は
今
後
、
何
年
延
命
化

す
る
か
で
な
く
、
炉
内
の
維
持
等

の
修
繕
で
あ
る
。

質　

疑　

幼
稚
園
の
園
長
化
に
よ

る
人
件
費
の
増
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

小
高
区
の
幼
稚
園
の
専

任
園
長
化
に
伴
っ
て
、
嘱
託
職
員

の
人
事
異
動
が
発
生
し
た
。
鹿
島

区
に
お
い
て
は
、
当
初
予
算
に
よ

る
正
職
員
の
配
置
が
４
名
減
少

し
、
上
真
野
幼
稚
園
で
一
ク
ラ
ス

増
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
嘱
託
職

員
を
５
名
配
置
し
た
こ
と
に
よ
る

賃
金
の
増
額
で
あ
る
。
幼
稚
園
職

員
と
嘱
託
職
員
の
割
合
は
、
正
職

員
59
・
６
％
で
34
名
、
嘱
託
職
員

は
40
・
４
％
で
23
名
で
あ
る
。

本
案
は
原
案
の
通
り
可
決
。

議
案
第
84
号　

南
相
馬
市
心
身
障

が
い
児
就
学
指
導
審
議
会
条
例
及

び
南
相
馬
市
交
通
遺
児
激
励
金
支

給
条
例
一
部
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て
は
、
原
案
の
通
り
可
決

す
べ
き
で
あ
る
と
決
し
ま
し
た
。

請
願
第
１
号　

萱
浜
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
広
場
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
施

設
の
充
実
に
つ
い
て

討　

論　

３
月
定
例
議
会
か
ら
半

年
が
経
過
し
て
お
り
、
施
設
の
実

態
調
査
も
実
施
し
た
。
原
町
区
は

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
の
愛
好
者
も
多
く

施
設
の
充
実
を
は
か
る
べ
き
と
の

意
見
、
一
方
で
は
、
萱
浜
ニ
ュ
ー

ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
利
用
形
態
に
つ

い
て
は
、
営
林
局
か
ら
払
い
下
げ

の
時
点
で
は
、
教
育
文
化
施
設
と

い
う
こ
と
で
払
い
下
げ
て
お
り
、
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使
用
目
的
が
合
致
し
な
い
こ
と
も

あ
り
、
あ
く
ま
で
も
仮
の
利
用
指

定
と
い
う
こ
と
で
進
ん
で
き
た
と

の
意
見
。
更
に
土
地
利
用
計
画
も

策
定
中
で
あ
り
、
永
久
的
な
施
設

は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
不
採

択
と
の
意
見
も
出
さ
れ
、
採
決
の

結
果
、本
件
は
不
採
択
と
決
し
た
。

請
願
第
７
号　

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
請
願
内
容
の
意
見
が

妥
当
で
あ
る
と
の
意
見
か
ら
、
本

請
願
は
採
択
す
べ
き
で
あ
る
と
決

し
ま
し
た
。

▲浦尻貝塚現地調査（開会中の委員会審査にて）
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給
し
て
い
く
こ
と
な
ど
、
民
間
企

業
の
実
態
と
乖
離
し
て
い
る
の
で

は
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

今
回
公
務
員
給
与
に
つ
い
て
、
地

域
の
状
況
、
地
場
賃
金
が
反
映
さ

れ
る
た
め
の
地
域
間
の
配
分
の
見

直
し
を
行
い
、
年
功
的
な
給
与
上

昇
の
抑
制
と
、
職
責
に
応
じ
た
給

料
構
造
へ
の
転
換
を
図
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

質　

問　

地
域
間
格
差
を
拡
大
す

る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
伺
う
。

答　

弁　

今
回
の
制
度
改
正
に
つ

い
て
は
、
北
海
道
、
東
北
地
方
の

給
与
水
準
を
調
査
す
る
と
、
平
均

で
4.8
％
ほ
ど
下
が
っ
て
い
る
と
い

う
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
に
ス
ラ
イ

ド
す
る
よ
う
な
形
で
、
今
回
の
地

域
給
与
改
革
に
伴
う
給
与
水
準
に

つ
い
て
も
平
均
4.8
％
が
引
き
下
げ

と
な
る
。
東
京
都
の
高
い
水
準
の

と
こ
ろ
は
、
地
域
手
当
で
調
整
し

て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

質　

問　

人
事
評
価
の
現
実
的
な

運
用
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

基
本
的
に
評
価
の
高
い

者
が
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
昇
給
に
要

す
る
額
が
多
く
な
っ
て
い
く
の

で
は
、
新
し
い
制
度
を
導
入
し
た

意
味
が
な
い
。
総
枠
は
決
ま
っ
て

い
て
、
全
体
的
な
組
織
の
中
の
Ａ

評
価
に
つ
い
て
は
５
％
が
上
限

で
、
Ｂ
ラ
ン
ク
は
20
％
、
一
般
職

の
基
準
が
上
限
値
と
い
う
目
安
を

持
っ
て
い
る
。
管
理
職
は
、
Ａ
評

価
10
％
、
Ｂ
評
価
30
％
、
当
然
管

理
職
で
す
か
ら
そ
れ
位
の
評
価
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

質　

問　

人
件
費
を
抑
制
す
る
大

前
提
が
あ
る
わ
け
で
、
何
時
の
時

点
で
抑
制
の
効
果
が
出
て
く
る
の

か
伺
う
。

答　

弁　

平
成
20
年
４
月
１
日
で

平
均
4.8
％
下
が
り
、
特
に
中
高
齢

は
、
７
％
下
が
る
。
一
旦
新
給
料

表
に
切
り
替
え
に
な
る
と
新
旧
の

差
が
で
て
く
る
が
、
新
給
与
の
中

で
も
毎
年
昇
給
し
て
い
く
の
で
、

現
時
点
の
部
分
に
何
年
か
後
に
は

追
い
つ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ま

で
の
間
、
差
額
に
つ
い
て
現
給
保

障
で
給
与
を
差
額
支
給
す
る
。
追

い
つ
く
期
間
は
、
中
高
齢
は
７
％

下
が
る
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は

10
年
位
か
か
る
方
も
い
る
し
、
中

間
の
年
齢
は
、
５
年
位
で
追
い
つ

く
方
も
い
る
。

質　

問　

新
給
与
へ
の
切
り
替
え

に
よ
る
生
涯
賃
金
に
つ
い
て
伺

う
。

答　

弁　

一
般
行
政
職
ベ
ー
ス

で
、
１
千
59
万
４
千
円
の
削
減
と

な
り
、
大
卒
の
場
合
の
生
涯
賃
金

に
つ
い
て
は
、
１
千
532
万
円
ほ
ど

減
と
な
る
。

討　

論　

今
経
済
競
争
原
理
で
、

ど
ん
ど
ん
構
造
改
革
を
進
め
て
い

る
が
、
格
差
を
生
み
出
す
だ
け
で

な
く
、
働
い
て
い
る
人
た
ち
の
可

処
分
所
得
が
減
っ
て
い
る
と
い

う
の
が
現
状
で
、
そ
れ
が
経
済
の

足
を
引
っ
張
っ
て
い
る
。
特
に
公

務
員
労
働
者
の
給
与
引
き
下
げ

は
、
民
間
の
引
き
下
げ
を
促
す
と

い
う
、
限
り
な
く
地
域
の
経
済
状

況
、
パ
イ
を
小
さ
く
し
て
い
く
こ

と
に
繋
が
っ
て
い
く
た
め
、
本
件

に
反
対
す
る
と
の
意
見
。
今
回
の

改
正
で
は
給
与
月
額
で
4.8
％
引
き

下
げ
と
な
り
、
人
事
評
価
制
度
導

入
は
初
め
て
の
試
み
で
も
あ
り
、

い
ろ
い
ろ
不
安
視
す
る
声
も
あ
る

が
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
職

員
資
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
い

う
大
前
提
の
も
の
で
、
よ
り
能
率

的
な
人
事
管
理
、
給
与
シ
ス
テ
ム

の
構
築
に
努
め
、
効
率
的
な
業
務

遂
行
と
職
員
の
適
正
管
理
が
行
わ

れ
る
と
思
わ
れ
賛
成
と
の
意
見
が

あ
り
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

議
案
第
103
号　

平
成
19
年
度
南
相

馬
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い

て質　

問　

地
方
交
付
税
に
つ
い

て
、
来
年
以
降
の
見
通
し
に
つ
い

て
伺
う
。

答　

弁　

正
確
な
こ
と
は
申
し
上

げ
ら
れ
な
い
が
、
今
ま
で
個
別
に

詳
細
な
計
算
を
し
て
い
た
も
の

が
、
新
型
交
付
税
と
い
う
こ
と
で

人
ロ
や
面
積
で
一
括
し
て
来
る
。

南
相
馬
市
に
大
き
く
プ
ラ
ス
に
は

な
ら
な
い
厳
し
い
方
向
に
働
く
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
概
算
要

求
で
は
4.2
％
の
マ
イ
ナ
ス
と
い
う

こ
と
で
、
国
全
体
で
行
政
経
費
を

圧
縮
し
て
お
り
、
地
方
の
歳
出
を

抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
流
れ

は
、
今
後
と
も
続
く
も
の
と
覚
悟

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ

る
。

質　

問　

職
員
給
与
費
の
退
職
手

当
の
６
億
円
ル
ー
ル
に
つ
い
て
伺

う
。

答　

弁　

退
職
手
当
で
４
億
１
千

395
万
４
千
円
が
、
平
成
19
年
度
の

退
職
金
に
な
り
、
今
後
10
年
間
程

度
の
退
職
者
の
見
込
み
を
立
て
た

場
合
、
年
平
均
６
億
円
位
の
退
職

金
が
か
か
る
。

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可
決
。

議
案
第
80
号　

南
相
馬
市
長
の
資

産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て質　

問　

条
例
の
改
正
が
日
本
全

国
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

答　

弁　

県
内
13
市
中
、
改
正
済

み
は
伊
達
市
の
み
で
、
12
月
の
議

会
を
定
し
て
い
る
の
は
須
賀
川

市
、
検
討
中
の
相
馬
市
を
除
く
10

市
に
つ
い
て
は
、
９
月
議
会
に
提

出
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

質　

問　

条
例
改
正
に
よ
る
市
の

影
響
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

市
長
の
資
産
等
報
告
書

の
中
に
は
、
郵
便
貯
金
、
金
銭
信

託
に
つ
い
て
該
当
し
て
い
る
も
の

は
無
い
の
で
、
特
に
報
告
等
に
係

る
影
響
は
な
い
。

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可
決
。

議
案
第
81
号　

南
相
馬
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

質　

問　

公
務
員
給
与
が
高
す
ぎ

る
と
い
う
こ
と
で
、
引
き
下
げ
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
か
伺
う
。

答　

弁　

公
務
員
の
給
与
水
準
は

地
域
の
民
間
賃
金
に
比
較
し
て
高

い
の
で
は
な
い
か
、
公
務
員
は
勤

務
実
績
に
関
係
な
く
年
功
的
に
昇

▲災害状況視察（北海老地区）




